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甲 32 
法学教室「任意的 

写し 2023年11月 

九州大学 教授 上田竹志 

任意的訴訟担当における授権要件の 肩書きは 
訴訟担当と授権」 考察 執筆当時 

甲 33 

管理処分権に関 する一考察 
写し 2002年 

香川大学 助教授 堀野出 

管理処分権と訴訟担当に関する考察 
肩書きは 執筆当時 

甲 34 

部落解放同盟大 阪府連合会西郡 支部規約 

写し 2006年5月 
原告西郡 支部 

原告西郡支部の団体規約の内容 

甲 35 

部落解放同盟大 阪府連合会西成 支部規約 

写し 2016.07.23 

原告西成 支部 
原告西成支部の団体規約の内容 

甲 36 

部落解放同盟野 崎支部規約 
写し 2002.09.12 

原告野崎 支部 
原告野崎支部の団体規約の内容 

甲 37 
「大阪の部落解放 運動-100年の歴 

写し i 

2022.08.05 

原告大阪 府連執行 委員長 

原告大阪府連が部落差別を解消する 

史と展望」発刊に あたって 

ための活動を続けてきたこと 

甲 38 さいたま地裁判決 写し R7.12.17 

さいたま地 裁 

本件と同様の事案で削除請求等が認 別紙は割 
められたこと等 愛 

甲 39 

部落解放同盟大 阪府連合会第71 回定期大会議案 書(抜粋) 

写し i 

2024.04.13 

原告大阪 府道 
原告大阪府連が本件訴訟を追行する ことが定期大会の議案として上がって いたこと 

甲 40 

部落解放同盟大 阪府連合会第71 回定期大会議事 録 

) 一写し 2024.04.15 

原告大阪 府連執行 委員長 

上記提案が了承されたこと 

甲 41 

部落解放同盟西 郡支部第54回定 期大会議案書(抜 粋) 

写し 2024,06.09 

原告西郡 支部 
原告西郡支部が本件訴訟に取り組ん でいくことが定期大会の議案として上 がっていたこと 

甲 42 

部落解放同盟西 郡支部第54回定 期大会議事録 

写し 2025.10.17 

原告西郡 支部支部 長 

上記提案が了承されたこと 
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甲 43 

部落解放同盟西 成支部第49回支 部大会議案書(抜 粋) 

写し 2024.06.29 

原告西成 支部 
原告西成支部が本件訴訟に取り組ん でいくことが支部大会の議案として上 がっていたこと 

甲 44 

部落解放同盟西 成支部第49回支 部大会議案書 

写し 2025.10.17 

原告西成 支部支部 長 

上記提案が了承されたこと 

甲 45 

部落解放同盟大阪 莞離籍砦萩写し 会議案書(抜粋) 

2024.09.26 

原告野崎 支部 
原告野崎支部が本件訴訟に取り組ん でいくことが支部大会の議案として上 がっていたこと 

甲 46 

部落解放同盟大 阪府連合会野崎 支部第56回支部 定期大会議事録 

写し 2025.10.16 

原告野崎 支部支部 長 

上記提案が了承されたこと 

甲 47 

第208回国会参 
R4.5.17 参議院 

民事訴訟法における当事者識別情報 秘匿制度が、主として犯罪被害者保 

議院法務委員会 写し 護を想定したものであること、加害者と 

会議録(抜粋) 

される相手方の攻撃防御の機会保障 も考慮される制度であること 

甲 48 -1 

Indexof /data/2024/2024 -07-08-大阪地裁 /2025「12-10〇第4 回口頭弁論/原告 / 

写し 
2026.02.27 

▲l二 被告が原告ら第2準備書面をインター 
(出力日) 

被口 
ネット上で公開していること。 

甲 48 -2 

原告ら第2準備書 面 
写し 

2026.02.27 (出力日) 

同上 同上 
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